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第５章 職場における
ハラスメント防止・対応方法

職場におけるハラスメント防止対策の実情Ⅰ
　職場におけるハラスメントは、職場において労働者の能力発揮を妨げ
るばかりでなく、企業の社会的評価を著しく低下させることにもなりか
ねない雇用管理上の重大な問題です。
　特に、被害者にとりかえしのつかない傷を負わせることもありますか
ら、事前の防止が非常に重要となります。

＜セクシュアルハラスメント＞
　企業は均等法第11条により、セクシュアルハラスメン卜防止の方針
を明確にするなどの雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
　厚生労働省が令和元年度に実施した調査結果をみると、企業のセク
シュアルハラスメン卜防止策の実施率は全体で80％に上ります。しか
し、小規模企業においては未だ７割程度にとどまっています。

企業規模別セクシュアルハラスメント防止対策の取組の有無（企業調査）

令和元年度「雇用均等基本調査」（厚生労働省）より

80.2

100

99.8

99.3

94.9

89.2

73.7

80.2

100

99.8

99.3

94.9

89.2

73.7

19.8

0.2

0.7

5.1

10.7

26.3
0.1

規模計

5,000人以上

1,000～4,999人

300～999人

100～299人

30～99人

10～29人

取り組んでいる 取り組んでいない 不明
(%)
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［参考］セクシュアルハラスメント防止対策の取組事項（企業調査）

令和元年度「雇用均等基本調査」（厚生労働省）より

64.8

51.8

52.7

21.9

53.2

49.3

就業規則・労働協約等の書面で内容及び、あっては
ならない旨の方針を明確化し、周知している

行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処
の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している

相談・苦情対応窓口を設置している

相談・苦情対応窓口担当者が内容や状況に適切に対
応できるように、研修等を実施している

当事者等のプライバシーの保護に必要な措置を講じ、
周知している

相談したことや調査への協力をしたこと等を理由に
不利益な取扱いをしないことを定め、周知している

(%)

＜パワーハラスメント＞
　令和２年６月１日から、労推法第30条の２により、企業はパワーハ
ラスメント防止の方針を明確にするなどの雇用管理上必要な措置を講じ
ることを義務付けられました（中小事業主については令和４年３月31
日まで努力義務となります。詳しくは第２章の１をご覧ください。）。
　厚生労働省が実施した、職場のパワーハラスメントに関する実態調査
によると、職場のパワーハラスメントの予防・解決のための取組につい
て、調査に回答した企業全体の82％が経営上の課題として重要である
と考えています（「非常に重要である」､「重要である」と回答した企業
の合計）。そのようにパワーハラスメントの予防・解決のための取組に
対する重要性の認識がある一方、現在パワーハラスメントの予防・解決
のための取組を「実施している」のは回答企業全体の52.2%にとどまっ
ています。
※調査実施時の平成28年度時点では、パワーハラスメントの防止措置

義務はありません。
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パワーハラスメントの予防・解決のための取組は経営上の課題として重要か（企業調査）

（無回答は記載していません。）（回答：全員、％）

パワーハラスメントの予防・解決のための取組の実施状況（企業調査）

（回答：全員、％）

平成28年度「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」（厚生労働省）より作成

非常に
重要である

30.5

55.1

38.3

24.8

18.6

重要
である

51.5

40.7

51.6

58.7

51.5

どちらとも
いえない

14.3

3.53.5

8.5

13.5

23.1

あまり重要
ではない

3.0

0.20.2

1.3

2.9

5.5

全く重要
ではない

0.3

0.2

0.8

内訳

全体(n=4587)

1000人以上
(n=492)

300～999人
(n=1565)

100～299人
(n=821)

99人以下
(n=1668)

実施
している

52.2

88.4

68.1

53.3

26.0

現在実施していない
が、取組を検討中

22.1

8.3

19.9

22.8

27.9

特に取組を
考えていない

25.3

3.0

11.4

23.6

45.7

無回答

0.4

0.2

0.6

0.2

0.4

内訳

全体
(n=4587)

1000人以上
(n=492)

300～999人
(n=1565)

100～299人
(n=821)

99人以下
(n=1668)
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＜妊娠・育児休業等に関するハラスメント＞
　均等法第11条の３及び育児・介護休業法第25条により、企業は妊
娠・育児休業等を理由とするハラスメント防止の方針を明確にするなど
の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、均等法第９
条第３項、育児・介護休業法第10条等は、事業主に対し、職場におけ
る妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。
　現状では、厚生労働省が令和元年度に実施した調査結果をみると、企
業の妊娠等に関するハラスメント防止対策の実施率は全体で75.7％と
なっており、２割以上の企業が未だ取り組んでいません。

妊娠等に関するハラスメント防止対策の取組の有無（企業調査）

75.7

100

99.6

96.3

89.7

81.8

70.3

24.3

0.4

3.7
10.3

18.1

29.7

規模計

5,000人以上

1,000～4,999人

300～999人

100～299人

30～99人

10～29人

取り組んでいる 取り組んでいない
(%)

令和元年度「雇用均等基本調査」（厚生労働省）より
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令和元年度「雇用均等基本調査」（厚生労働省）より

［参考］妊娠等に関するハラスメント防止対策の取組事項（企業調査）

57.9

43.8

50.5

32.9

49.8

50.1

46.8

就業規則・労働協約等の書面で方針を明確化し、周知
している

ハラスメントに係る言動を行った者については、厳正
に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書
に規定し、周知している

相談・苦情対応窓口を設置している

相談・苦情対応窓口担当者が内容や状況に適切に対応
できるように、必要な体勢の準備をしている

業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他
労働者の実情に応じ、必要な措置を行っている

当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周
知している

相談したことや、調査への協力をしたこと等を理由に
不利益な取扱いをしないことを定め、周知している

(%)

職場におけるハラスメント防止対策Ⅱ

防止に取り組む前に１

　企業が職場におけるハラスメン卜防止に取り組むにあたっては、企業
自身がまず問題の重要性を認識し、職場の現状を踏まえた上で具体的な
対策を講じることが必要です。
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⑴　経営者の理解
　経営者の意識や姿勢は、企業全体に大きく影響します。経営者自ら
が、職場におけるハラスメン卜が重大な問題であることを理解するため
に、セミナー等への参加も検討してみてください。 

⑵　現状の把握
　①　職場の実態・従業員の意識

　職場環境の実態、従業員の意識がどうなっているか、アンケー卜
などを実施して把握します（アンケー卜例：P.81参照）。その際、

「防止対策」が目的であること、プライバシーの保護には十分配慮
することを明確にしてください。また、より正確な実態をつかむた
め、労働組合がある場合は労働組合と連携して行うことも考えられ
ます。

　②　従業員の活用状況
　職場におけるハラスメン卜の問題は、職場環境や従業員の配置状
況など、企業風土に大きく影響されます。防止においては、偏りの
ない従業員の活用を積極的に行うことも有効です。

　③　企業の姿勢をはっきりと示す
　企業として、「職場におけるハラスメン卜を許さない」ことを明
確に打ち出す姿勢が必要です。

方針の策定、周知・啓発２

　上記内容を踏まえ、企業としての方針を策定し、周知・啓発します。 

⑴　方針の策定
　①　方針策定にあたっての留意点

・企業規模や実態に合ったより効果的な対策の構築
・従業員の意見の反映（労働組合との連携）
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　②　検討すべき内容
・基本方針や具体的対策の周知方法
・相談窓口・苦情処理機関の設置、役割分担、手続きの流れ（P.71

参照）
・実態調査などによる現状把握に基づくより効果的な防止対策検討
（労働組合との連携）

・従業員の研修体系の整備

⑵　社内への周知
　職場におけるハラスメン卜防止の第一歩は、企業としての姿勢・方
針を明確に従業員に伝えることです。企業の姿勢を従業員に理解させ
ることができ、同時に従業員の意識を喚起させることで、職場におけ
るハラスメン卜の防止につながります。 
①　周知方法

・就業規則への記載（P.84参照）
・社員手帳などへの記載
・社内報への掲載、パンフレットの作成・配布
・朝礼、会議などでの周知

　②　周知事項
・職場におけるハラスメン卜防止の目的
・職場におけるハラスメン卜の定義・概念
・職場におけるハラスメン卜とみなされる典型例
・ハラスメントの加害者は懲戒処分の対象となること
・相談窓口・苦情処理手続きの説明
・プライバシーの保護
・苦情申出者等に対する不利益処分の禁止
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教育・研修３

　企業としての方針を周知するとともに、従業員が職場におけるハラス
メン卜に関する理解を深めるため、教育・研修を実施します。外部の研
修に参加させる方法もありますが、自社で実施する方が効果が大きいと
思われます。ここで自社で実施する場合の留意点を挙げておきます。

⑴　管理職向け
　職場におけるハラスメン卜の加害者は、セクシュアルハラスメン
ト・パワーハラスメントともに被害者の上司である事例が多くなって
います。また、従業員を直接指揮監督する管理職は、職場におけるハ
ラスメン卜を防止する職場の責任者であり、職場環境に配慮しなけれ
ばなりません。職場におけるハラスメン卜の当事者とならないこと、
職場環境に配慮し適切な対応をとることに主眼が置かれます。 
①　研修内容

・職場におけるハラスメン卜の内容
・ハラスメントが職場にもたらす影響
・ハラスメントの発生要因
・個人間の問題ではなく、職場の問題であることの理解
・管理職の役割と求められる対応
・ハラスメントと適正な業務指導との区別
・会社の方針、防止対策・相談窓口等の制度の理解

　②　方法
・専門家などによる講義
・ビデオ教材の視聴とグループ討議
・上司役・部下役に分かれたロールプレイング
・具体的事例に基づく質疑応答、グループ討議、チェックリス卜な

どによる自己や職場の状況把握・分析
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⑵　一般従業員向け
　一般従業員に対しては、個々の従業員が職場におけるハラスメン卜
の当事者とならないよう、問題意識の醸成や具体的対応などに主眼が
置かれることになります。また、業務上必要な指導に関してはパワー
ハラスメント等のハラスメントには当たらないことに関する注意喚起
を行うことも必要です。
①　研修内容

・職場におけるハラスメン卜の内容
・ハラスメントが職場にもたらす影響
・職場におけるハラスメン卜はなぜ起こるのか
・会社の方針、防止対策・相談窓口等の制度の理解

②　方法
・専門家などによる講義
・ビデオ教材の視聴とグループ討議
・上司役・部下役に分かれたロールプレイング
・具体的事例に基づく質疑応答、グループ討議、チェックリス卜な

どによる自己・職場の状況把握・分析

　研修は、全従業員対象、職階別など、研修内容や会社の実態に合わ
せ効果的に実施し、また定期的に実施することが望まれます。
　東京都労働相談情報センターでは、職場におけるハラスメン卜に
関するビデオソフ卜・DVDを無料で貸し出しています。詳しくは、
P.108をご確認ください。



59

職場におけるハラスメント防止・対応方法第５章

相談・苦情処理体制Ⅲ
　防止対策に取り組んでも、職場におけるハラスメン卜が起こってしま
うことがあります。その際の相談・苦情処理体制を整備し、かつ従業員
に周知することが必要です。

相談窓口の設置１

　職場におけるハラスメン卜の問題が発生した場合、迅速かつ適切な対
応が重要となります。相談窓口体制を整え、できるだけ初期の段階で解
決することが望まれます。ただし、相談窓口の対応の範囲を明確にし、
深刻な問題などを無理に解決しようとしないよう注意してください。ま
た、相談・苦情の申出のみをもって、相談者を不利益に扱うことのない
ようにしてください。

⑴　相談窓口の設置例
・専門の相談担当者を選任する
・人事労務担当部署が担当する
・法務部門やコンプライアンス担当部門に設置する 
・労働組合に設置する
・社内診察機関、力ウンセラーが担当する
・社外（弁護士の事務所や相談窓口の代行を専門に行っている企業

等）に設置する

⑵　相談窓口体制の留意点
・被害発生時に相談しやすいよう、相談窓口・担当者を明示する
・複数の担当者又は複数の窓口（社内・社外）を選任・設置し、必ず

窓口担当者を男女共含める
・人事担当や被害者の上司・カウンセラー等の医療機関と連携し、適

切な対応が取れるよう、あらかじめフォロー体制を整備しておく
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・相談担当者に対する研修などを行い、ヒアリング技術等の向上を図
る

・相談対応の方法については、あらかじめマ二ュアルを作成するなど
ルール化しておく

・相談方法は、面談に限定せず、電話や手紙・電子メール等でも可能
な体制とする

・被害者のみでなく、第三者、加害者からの相談も受け付ける
・相談者が匿名の場合は、相談の段階では受け付けることが望ましい

が、その場合一般的なアドバイス等にとどめ、苦情処理には移行し
ない

・プライバシーの確保（相談室、資料の保管、社内の情報共有）に配
慮する

苦情処理機関の設置２

　相談窓口での解決が困難な場合、内容が重大と判断される場合の事実
調査・確認のため、問題解決処理にあたる苦情処理機関を設ける場合も
あります。相談窓口と苦情処理機関を別々に設置する場合は、個々の担
当の役割分担を明確にし、十分な連携をとることができる体制であるこ
とが必要です。 

⑴　苦情処理機関の設置例
・相談担当者が人事部門と連携し担当する
・人事労務担当部署又は法務部門・コンプライアンス担当部門が担当

する
・苦情処理・調査専門部署を（社内又は社外に）設置する
・苦情処理専門委員会を設置する（労働組合代表や社外有識者を委員

とすることも検討する）
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⑵　苦情処理機関体制の留意点
・構成員には、職場におけるハラスメン卜問題に対する十分な認識と

理解をもち、公正で客観的な立場から問題処理を図れる者を選任す
る

・男女の編成を考慮して構成員を選任する
・機関の実効性を担保するため、機関に独自の当事者間調整や改善指

導、人事部門と連携した調整ができるような権限を持たせるか、も
しくはその権限を持つ者を構成員に選任する

・第三者機関（公的機関、弁護士等）によるフォロー体制を整備する

相談・苦情処理体制の周知、不利益取扱いの禁止３

　相談・苦情処理体制を有効に機能させていくためには、その体制や設
置場所・連絡先、申出方法など手続きの流れを従業員に周知する必要が
あります。これは実効性の担保だけでなく、企業の姿勢を示すことにも
なり、未然防止につながります。また、これらの窓口に苦情等を申し立
てたことのみをもって不利益な取扱いをしないことを、重ねて周知する
ことも必要です。

苦情・相談への対応　〜解決と再発防止〜Ⅳ

相談・苦情の受付１

　職場におけるハラスメン卜の問題解決の第一歩が、相談・苦情の受付
です。たとえ軽微と思われる内容であっても、深刻な問題が潜んでいる
ことがあります。また、この段階での対応次第では、相談者の不信感を
生み、問題解決に支障が出るばかりか、会社の職場におけるハラスメン
卜防止体制・取組姿勢そのものへの不信感も生じる可能性もあります。
一つ一つの相談に真撃に対応してください。
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⑴　相談担当者の体制
①　相談・苦情を受ける際は、原則として複数で対応する。

　（また、特にセクシュアルハラスメントに関する面談を行う際に
は担当者のうち一人は相談者と同性の者が同席するよう努める。）

②　担当者は相互に連携・協力する。ただしプライバシーに配慮する。
③　相談などは個室等、周囲から遮断した場所で行い、記録の保管に

ついてもあらかじめ配慮しておく。 

⑵　相談・苦情の受付方法
①　受付票

　相談者の主張する事態を把握し相談を円滑に行うため、受付票
を作成し（P.88参照）、相談者に事前に提出してもらうのがよいで
しょう。ただし、被害によるダメージが大きく受付票の記入が困難
な場合もありますので、状況に応じた扱いが必要です。

②　受理方法・対象
　相談の段階では、受付票の提出を義務付けず、電話など他の手段
でも受け付ける体制をとっておきましょう。ただし、相談者の意思
にもよりますが、相談内容によってはプライバシーへの配慮等を十
分説明し、できるだけ面談して話を聞きたいことを伝えましょう。
　また、被害者以外からの相談、匿名の相談についても応じるよう
にしましょう。ただし、匿名の相談の場合は、一般的なアドバイス
に留まることを説明することが必要です。

事実関係の確認２

　相談者が相談・苦情への具体的対応を求めた場合は、問題の内容を調
査・確認することになります。他の機関（社内調査委員会など）で調
査・確認を行う場合は、当該機関に相談内容を報告し、引き継ぎます。 
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⑴　相談者（被害者）とのヒアリングを通じての事実関係の確認
　相談者とのヒアリングでは、主に以下の内容を確認しますが、まず
は相談者の話を「聴く」姿勢が大切です。無理に聞き出したり、詰問
調にならないよう注意してください。また、相談者をとがめるような
質問をしたり、この時点で安易な判断を下したりして、相談者の心の
傷を深め、相談者との関係を壊してしまうことのないようにしてくだ
さい。
①　確認事項

・ハラスメントの内容（相手、時間、頻度、日時、場所など）
・相手との関係（上下関係、私的関係の有無など）
・当該行為を受けての相談者の対応（相談者の対応、それを受けた

相手の対応など）
・上司などの対応（相談の有無、対応の有無など）
・被害の程度（仕事への影響、心理的影響など）
・証拠の有無（メール等の物的証拠目撃者、同様の被害者など）
・職場の状況（雰囲気、日常的な不快な言動の有無）など
　収集した内容は、必ず相談者に確認を取ります。また、問題解決
のために必要なことを説明し、相談者の了解を取って聴取内容を記
録しておきます。 

　②　相談者の心身の状況把握
　相談者の現在の状態、特に心身の状況を把握し、対応方法を考え
ます。相談者が精神的にかなり不安定になっている場合は、医療機
関を紹介したり産業医面談を受けさせることも必要ですし、当事者
を引き離す必要があると認められる場合は、一時的に配置転換や自
宅待機を可能にするなど、柔軟かつ迅速な対応が求められます。相
談者の意向を確認し、会社が選択肢を用意して相談者に選択しても
らうのがよいでしょう。

　③　相談者の意向の確認
　相談者がどのような解決を望むのかを把握・確認します。ただ



64

職場におけるハラスメント防止・対応方法第５章

し、相談者自身が問題を整理できていなかったり、精神的に不安定
になっていることもあります。その場合は、相談者を急がすことな
く、相談者の了解を得た上で、相談者が気持ちを整理できるように
なった時点で確認しましょう。また、解決策についての最終的な判
断は、事実調査を経た上で会社が行うことも伝えます。
ア　相談者が要求する解決内容の確認

・喪失した利益の回復
・謝罪の要求
・将来の言動の抑止
・加害者の処分
・配置転換
・会社としての防止対策の強化

イ　事実調査の対象の確認
　事実確認のため、原則として加害者とされる者からの事情聴取
を行うことを説明します。ただし、相談者が強く拒絶する場合
や、対応に時間的余裕があり、上司等による観察・指導などの対
応が適切と思われる場合などは、柔軟に対応・説明します。ま
た、目撃者、所属長など、どの範囲まで会社が調査を進めるかに
関する意見の有無も確認します。

　④　不利益な取扱いをしないことの説明
　相談・苦情を申し立てたことを理由として、企業が相談者に不利
益取扱いをしないことを再度説明します。また、加害者とされる者
の事情聴取において、報復的行動を禁止する旨伝えることを説明し
ます。また、そのような行動が見られた場合、すぐに知らせてもら
うよう伝えます。

⑵　加害者とされる者への調査
　原則として加害者に事情聴取することになりますが、必ず事前に相
談者の了解を取ってください。また、調査に当たっては、はじめから
加害者と決め付けることなく、客観的な事実関係の把握に努めてくだ
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さい。 
　①　相談・苦情内容を伝える

　加害者とされる者に対し相談・苦情が申し立てられていること、
企業として対応する責務があり、事実確認を行う必要があること、
問題解決処理までの流れ、プライバシーは厳守することなどを説明
します。

　②　事実関係の確認
　十分に弁明の機会を与え、客観的な事実の把握に努めます。
・相談･苦情の対象となっている行為があったか
・実際にはどのような行為だったか、いつどこで起こったか
・当該行為をした理由
・相手の反応･対応
・相談者との関係
・相談者の態度の変化
・目撃者等、主張を確認できる人間がいるか

　③　相談者への報復の禁止
　相談者に対する報復的行為の禁止や相談者の詮索の禁止を伝えま
す。申立ての対象となっている言動を続けることも事実上の報復行
為となることを伝えます。 

　④　当事者間での当該問題についての話し合いの禁止
　相談者に対し、相談･苦情の取り下げの強要が行われることもあ
りえます。会社が事実確認をし、最終判断を行うまでの間は、当事
者間で当該問題について話し合うことを禁止する旨伝えます。 

　⑤　会社の意思の明示
　職場におけるハラスメン卜のない職場を作ることは企業の責務で
あり、問題に対して企業が責任を持って解決に当たることを明確に
します。
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⑶　第三者への調査
　ハラスメントに関しては、当事者間の主張が一致しないことも多い
ため、原則として、目撃者等の第三者からも事実確認を行います。状
況により、加害者からの事実確認の前に、第三者からの事実確認を行
うこともあります。基本的には以下のようなことについて聞き取りを
行います。客観的な事実関係の把握が期待できる一方、問題が外部に
漏れやすくなるので、被害者・加害者のプライバシーに配慮し周囲に
吹聴することのないよう注意喚起することも必要です。
〈目撃した（同様の被害を受けた）事実の確認〉
・直接見聞きした行為
・相談者から直接聞いた話
・当事者の日頃の関係性
・他の目撃者の有無
・加害者とされている者から受けた行為、それに対する対応など

事実確認に基づく判断・通知３

　当事者、第三者からの事情聴取を元に、就業規則上禁止しているハラ
スメン卜の有無を確認します。刑事事件・民事事件としての事実認定
は、裁判所が行うことになりますが、企業としての対応が求められる以
上、企業としての判断が必要となります。

⑴　調査・確認結果の分析及び事実認定
　以下の視点に留意しながら、証言や記録を分析し、事実を認定しま
す。事実を認定する際には、可能な限り5W1Hを特定するように心
がけます。
・事情聴取時の当事者の様子・態度
・証言内容等に他の証拠や客観的事実との矛盾はないか
・証言内容に不自然な変遷はないか※

・問題発生後の当事者の様子
・当事者間の軋轢の経緯
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※当事者の心理状況への配慮（職場の人間関係を考え、当事者が必ず
しも明確な意思表示をしているとは限らない、精神的に不安定な状
態なので発言内容が変化する場合もある、など）も必要です。

⑵　就業規則上禁止しているハラスメントか否かの評価
　認定した事実が就業規則上禁止しているハラスメントに該当するか
否かを評価・判断します。その際には以下の点に留意してください。
・公平かつ迅速な対応
・（場合によっては）公的機関・弁護士等第三者の意見を求める

⑶　事実認定結果の説明
　当事者双方に、事実認定・評価の結果を説明します。認定に至った
根拠やプロセスを丁寧に説明することが必要です。事実認定が不可能
であった場合でもその理由を含め説明します。当事者から事実認定に
ついて不服があれば、状況により再度調査することも考えられます
が、時間だけが経過し解決処理が進展しないこともありますので、柔
軟に対応します。

事後対応４

　企業として加害者の行為が就業規則上禁止しているハラスメントに該
当すると判断した場合には、加害者への処分や必要な指導等を行うとと
もに、当事者間の配置転換や関係改善を図るなど、健全な職場環境の回
復を目指します。また、ハラスメントに該当するとまではいえない場合
であっても、「ハラスメントではない」と判断して終わらせるのではな
く、より実効的な予防策を検討します。

⑴　被害者の被害回復・関係修復
　問題行為の内容や被害の深刻度に応じ、被害回復や当事者の関係修
復を図ります。
・被害者の被った不利益の回復（人事考課、昇給、業務割振など）
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・当事者を引き離すための配置転換など人事上の処遇や物理的な隔離
（被害者の意向を踏まえ、被害者に不利な内容にならないようにする）

・加害者から被害者への謝罪の場の提供

⑵　加害者の処分・再教育
　問題となった行為内容や加害者の役職などに応じ、加害者に対し懲
戒処分を行うこともあります。懲戒処分はあらかじめ懲戒の事由、種
類、程度を就業規則に明示しておくとともに、行為の悪質性の程度に
見合った処分を適切に選択しなければなりません。
　なお、加害者に対する対応は懲戒処分に限りません。行為内容の程
度に応じて、以下のように業務指導に留めることもありますし、再発
防止が真に図られるよう再教育等も行います。
・加害者本人への警告・注意（口頭・文書）・始末書提出
・ハラスメント研修の実施
・加害者の上司に対する日常的な指導・監督の要請

⑶　当事者双方へのカウンセリング
　被害者・加害者ともに心理的ダメージを受けることが多く見られま
す。特に被害者は、大きな精神的ダメージを受けていることが多く、
場合によっては医療機関を紹介するなど、メンタルケアが必要となり
ます。加害者に対しても、自分の言動を相手がどう受け取っていたか
を理解させ、誤解を与えないよう促すことが必要です。

⑷　特別な場合の対応など
　①　加害者（被害者）が顧客・取引先などの場合

　加害者が社外の者であっても、ハラスメン卜を放置すれば、企業
の責任が問われます。相談者の上司に事情を聴くなどして企業とし
て事実確認を行った上で、相手企業の担当者などに事情を説明し、
苦情を申し入れる、相談者の意向を伝え対応・調整を求めるなど、
企業として対応することが必要です。相手が得意先であったりする
と、調整など難しい面も多いでしょうが、使用者としての責務につ
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いて説明し理解を求めて対応する必要があります。また、相談者に
は、随時対応策・交渉経過などを説明していくことが必要です。
　また、逆に自社の社員が社外の者に対しハラスメン卜を行った疑
いがある場合にも、他社による事実調査には誠実に対応すべきで
す。特にセクシュアルハラスメントに関しては、対応すべき努力義
務があります（均等法第11条第3項）。

　②　相談者が派遣労働者の場合
　派遣元企業に苦情が申し立てられた場合、状況を把握した上でき
ちんと派遣先に申し入れるなど、適切に対応しなければなりませ
ん。加害者からの謝罪、派遣先の変更など具体的な対応について
は、相談者の意向を踏まえ派遣先責任者と連携していくことが必要
です。
　派遣先企業に苦情が申し立てられた場合は、派遣先が直接雇用す
る従業員からの申出と同様に、相談者の意向を踏まえ、事実確認を
行い、問題となっている行動を中止させ、謝罪するなど、適切に対
応しなければなりません。

　③　加害者が経営者の場合
　加害者が経営者の場合でも、経営者個人の責任はもちろん、企
業としても損害賠償責任を負います（民法第715条、会社法第350
条、同法第429条）。暖昧に処理することなく、適切に対応してく
ださい。とはいえ、実際には社内での解決が困難なことも多いと思
われますので、労働相談情報センター（P.106参照）など社外の機
関へ相談することも積極的に検討してください。

会社法第350条（代表者の行為についての損害賠償責任）
　株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者※

に加えた損害を賠償する責任を負う。
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会社法第429条（役員等の第三者に対する損害賠償責任）
１　役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当

該役員等は、これによって第三者※に生じた損害を賠償する責任を負う。
２　（略）

※会社法は、主として株式会社等と代表者・役員との関係性を規律
するものであるため、ハラスメントの被害にあった従業員は、会
社法上は「第三者」に該当します。

⑸　記録の保存
　事情聴取事項（相談票、聴き取り票など）、証拠書類のコピーなど
は、記録として必ず保管しておきます。記録に際しては、聴取事項を
書面で示す、復唱するなどして、必ず相手に内容確認を行い、また資
料の作成・保管にはプライバシーの保護に十分留意してください。
　また、当該事件の解決処理、再発防止策まで完了したら、一連の書
類を整理･保存します。今後の参考として、また訴訟に発展した場合
の資料として必要になります。保管の際は、プライバシーの保護に留
意してください。

⑹　再発の防止に向けた職場環境の整備
　職場におけるハラスメン卜問題の解決は無論重要ですが、問題解決
後の相談者へのフォロー ･職場全体としての再発防止への取組も重要
です。問題解決後も相談者の職場状況に注意し、場合によっては定期
的なフォローアップを図ることが必要です。また、当該事案を「特殊
な事件」として捉えず、職場全体の問題として捉え、基本方針･防止
体制の再確認や改善、従業員への周知･教育など、再発防止のための
対策を行い、職場環境の改善に努めましょう。 
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